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弁護士紹介 

大関 太朗 

平成 13年 早稲田大学商学部 卒業 

平成 18年 司法研修所入所 

平成 19年 弁護士登録（登録番号：３５５３８） 

 東京弁護士会 安藤総合法律事務所 入所 

平成 23年 茨城県弁護士会へ登録換え 

 眞鍋・大関法律事務所 開設 

平成 28年  取手駅前法律事務所 開設 

新型コロナの感染拡大防止の観点から、

お店での飲み会開催が自粛されたかわりに、

オンラインで集まって飲み会を行う Zoom

飲み会が流行っています。 

ということで、さっそく私も Zoom 飲み

会をやってみました。お相手は実家に帰省中の妻です。妻が

子ども達の寝かしつけで道連れにされてしまい、開催自体が

危ぶまれましたが、奇跡の起床を果たし、なんとか開催する

ことができました。１時間ほど雑談をしながらお酒を飲みま

したが、新鮮な感覚でしたし、思ったよりも楽しめました。 

これからも定期的にZoom飲み会を開催したいと思います。 

Zoom飲み会 

民法改正 

オンライン会議 

現在は、仕事で打合せをする際

にも対面でのやりとりを控え、

Zoom 等を利用した打合せに切り

換えています。オンライン会議は

非常に便利ですし、自宅でも事務

所でも対応できますが、資料をみ

ながら打合せをする必要がある場

合、相談者からどのように資料を

入手するかが課題となりそうで

す。 

民法に限らず、法律の改正はちょこちょこあり、その都度、内容を把握しておかなければなり

ません。もっとも、普段使わない法律だと改正自体に気づかなかったり、改正があったことは知

っていても、その法律の適用が問題となるときに勉強すればいいかと放置してしまうこともあり

ます。 

ですが、民法は実務で一番よく使う法律ですし、勉強することが避けて通れません。今回の改

正では主に消費者に不利な約款の無効化や、賃貸借契約の原状回復、敷金返還の明示、消滅時効

の期間短縮などが盛り込まれました。 

これらに該当しそうな方がいましたら、ご連絡いただければできるだけわかりやすく説明させ

ていただきます。 


